
 

 

Ⅲ. 国民各層の省エネルギー活動支援 

 

国民各層に対し、引き続き省エネルギー型生活（スマートライフ）の実践を促進す

るための情報提供・広報、活動支援等を企業、自治体、関連機関との連携のもと効果

的に行うとともに、多様な分野における省エネルギーに係る人材育成を支援するため

教育関連事業を強化する。 

 

 

(1)  ｢省エネルギー型生活（スマートライフ）」実践の総合的促進 

「衣」「食」「住」「教育」「運輸」等の社会生活全般において、より具体的、実行可

能な「省エネルギー型生活（スマートライフ）」の実践を促進、強化するため、自治体、

企業、NPO法人等関連諸団体との連携を深めつつ以下のような普及啓発を展開する。 

 

① 住宅を対象に断熱の向上や「省エネナビ」の活用等ハード・ソフト両面にわたる省

エネルギーの推進 

② ENEX、「省エネ家電普及促進フォーラム」の活動等を通じた広報 

③ 家庭や学校における省エネルギー実践行動を評価し、表彰する「省エネルギーコン

テスト」の実施 

④ 省エネルギー普及を行う人材育成のための研修の実施、研修修了者である「普及指

導員」の省エネルギー普及支援活動における活用 

⑤ 民間企業、地方自治体等との連携によるセミナー、ポスターコンクールその他の各

種イベントの実施                         ［自主事業］ 

⑥ エネルギー消費が増大する夏季・冬季及び省エネルギー月間（2月）を中心に、国

民各層に幅広く省エネルギー実践行動の啓発を図るための効果的なポスター、省エネ

ルギー推進運動に利用できるグッズ等の作成・有料配布        ［自主事業］ 

 

(2)  多様な分野の省エネルギー人材育成のための教育関連事業の充実   ［自主事業］ 

 

1)  省エネルギー技術、省エネ法の遵守等に係る基礎的講座の開催 

省エネルギーシステムの最新技術の習得及び人材の育成を図ることを目的として、

エネルギー技術に関する講習会、優良工場等での見学会、中小企業への省エネルギー

技術普及のための講習会を開催する。また、省エネ法の円滑な実施を推進するため、

「管理標準」、「定期報告書」、「中長期計画書」の作り方・書き方等の説明会・講習会

を全国で開催する。 

 

2)  事業者単位で求められるエネルギー管理に対応した講座の開催 

省エネ法改正によりエネルギー管理の義務付けが事業者単位となることに伴い、事

業者は本社にエネルギー管理統括者及び企画推進者を選任し、事業者全体としての対

応を求められることから、従来の現場レベルのエネルギー管理技術に加え、統括管理

者等本社等の管理者や技術部門を対象としたエネルギー管理講座を新たに開催する。 

 



 

 

 

3)  省エネルギー技術に特化した講座の開催 

省エネルギーのデモンストレーション設備を活用した実践的な知識を習得するため

の実習教育講座を開催する。また、最新のエネルギー管理技術を多面的な分析・説明

を通じ、その習得に資するための研修会を実施する。 

 

4)  その他の講座の開催 

① 省エネルギー出前講座 

事業者等の要望に応じ、省エネルギー技術の普及や人材育成を図るため、社内研修・

講演・講習会等の出前講座や講師派遣を行う。 

② 業務用ビルに関する省エネルギー技術講座 

業務用ビルの省エネルギー技術普及のため、エネルギー管理関係者を対象に具体的

な省エネルギー手法等の技術講座を開催する。 

③ エネルギー管理士試験準備のための講座 

エネルギー管理士試験準備のほか、エネルギー管理関係技術者の企業内での教育手

段としても活用できる通信教育講座を実施する。 

また、エネルギー管理士試験準備のための講座を開催する。 

 

(3)  出版事業の実施                         ［自主事業］ 

 

1)  月刊「省エネルギー」誌の発刊 

当センターの機関誌であり、かつ我が国唯一の省エネルギーに関する総合技術誌で

ある月刊「省エネルギー」誌について、改正省エネ法の施行に関する情報を含め政策、

技術等に係る情報提供を充実しつつ、読者層の拡大を図る。 

 

2)  単行本、手帳の発刊 

省エネルギーに関する各種データ集、省エネ法の関連書籍、省エネルギー技術に関

する専門書・実務書等各種図書の発刊を計画するほか、工場及びビルそれぞれのエネ

ルギー管理担当者向けに2種類の手帳を発刊する。 

 

(4)  省エネルギーデータベースの整備・情報提供          ［一部自主事業］ 

国内外、産業・民生・運輸等にわたり省エネルギーに係る状況、政策・制度等の最

新情報を広く収集・調査し、Web サイトのデータベースにより情報提供する。特に、

改正省エネ法について最新の有用な情報を提供する。 

 

(5)  賛助会員の拡大及び会員へのサービス拡充                   ［自主事業］ 

賛助会員へのサービスを以下のように充実しつつ、その拡大に努める。 

 

① 省エネルギー技術等に関する問い合わせ、相談へのきめ細かな個別対応 

② 賛助会員への月刊「省エネルギー」誌の配布、図書送料及び講座受講料に係る特典 

③ Eメールにより毎週提供する新聞関連情報等タイムリーな省エネルギー情報の提供 

④省エネルギー推進に貢献した従業員、工場・事業場等について、国が実施する「エ



 

 

ネルギー管理功績者」及び「エネルギー管理優良工場等」の候補として選定・推薦 

⑤「エネルギー管理功労者」及び「エネルギー管理優秀技能者」に対する当センター

の表彰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




